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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮像して画像を出力する撮像手段と、
　光量調節部材を駆動させて前記撮像手段に入射する光量を調節する光量調節手段と、
　合成に用いる画像として、前記撮像手段が第１の画像を出力した後に前記第１の画像と
は露出が異なる第２の画像を出力するように、前記撮像手段を制御する制御手段と、
　前記第１の画像と前記第２の画像の露出の差を設定する設定手段と、を有し、
　前記設定手段は、前記光量調節部材を動作しているときに撮像される前記第１の画像と
前記第２の画像との露出の大小関係が、前記光量調節部材を動作していないときに撮像さ
れる前記第１の画像と前記第２の画像との露出の大小関係と同じになるように、前記露出
の差を設定することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記設定手段は、前記光量調節部材を動作していないときに撮像される前記第１の画像
と前記第２の画像との露出の差の絶対値の範囲内で、前記光量調節部材を動作していると
きに撮像される前記第１の画像と前記第２の画像との前記露出の差を設定することを特徴
とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記光量調節手段は、前記第１の画像と前記第２の画像の露出量の差に応じて前記光量
調節部材を駆動させることを特徴とする請求項１又は請求項２のいずれか一項に記載の撮
像装置。
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【請求項４】
　蓄積時間またはＩＳＯ感度を制御する露出制御手段を有し、
　前記露出制御手段は、前記設定手段が設定した前記露出の差に応じて前記光量調節部材
を動作しているときの蓄積時間とＩＳＯ感度の少なくとも一方を制御することを特徴とす
る請求項１又は請求項２のいずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記光量調節部材は、絞りまたはＮＤフィルタであることを特徴とする請求項１乃至４
の何れか一項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記撮像手段を用いて、合成用に前記第１の画像と前記第２の画像とを周期的に連続し
て出力する第１のモードと、前記撮像手段を用いて、非合成用の画像を連続して出力する
第２のモードのうち、設定されているモードを判定する判定手段を有し、
　前記設定手段は、前記判定手段が前記第１のモードが設定されていると判定した場合に
、前記光量調節部材を動作しているときに撮像される前記第１の画像と前記第２の画像と
の露出の大小関係が、前記光量調節部材を動作していないときに撮像される前記第１の画
像と前記第２の画像との露出の大小関係と同じになるように、前記露出の差を設定するこ
とを特徴とする請求項１乃至５の何れか一項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記設定手段は、前記光量調節部材を動作している間に、前記制御手段により制御され
て前記撮像手段から出力される画像の数が、合成に用いられる画像の数の倍数となるよう
に、前記露出量の差を設定することを特徴とする請求項１乃至６の何れか一項に記載の撮
像装置。
【請求項８】
　前記光量調節手段は、前記第２の画像に対応する撮像を終了するタイミングに合わせて
前記光量調節部材の駆動が終了するように、前記光量調節部材の駆動を制御することを特
徴とする請求項７に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記光量調節手段は、前記第１の画像に対応する撮像を開始するタイミングに合わせて
前記光量調節部材の駆動が開始するように、前記光量調節部材の駆動を制御することを特
徴とする請求項７又は請求項８に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記第２の画像は、前記第１の画像よりも相対的に露出が大きい画像であって、前記制
御手段は、前記第１の画像を出力した後に前記第２の画像を出力し、前記第１の画像と前
記第２の画像とを合成に用いられる１組として周期的に連続して前記撮像手段から出力さ
せることを特徴とする請求項１乃至９の何れか一項に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記第１の画像と前記第２の画像を合成して合成画像を生成する合成手段を有し、
　前記合成画像は、前記第１の画像および前記第２の画像よりも明るさに関するダイナミ
ックレンジが広い画像であることを特徴とする請求項１乃至１０の何れか一項に記載の撮
像装置。
【請求項１２】
　被写体を撮像することで画像を出力する撮像手段と、を備え、前記撮像手段に入射する
光量を調節する光量調節部材を駆動させて露出を制御できる撮像装置であって、
　合成に用いる画像の露出を設定する設定手段を有し、
　前記設定手段は、合成に用いる画像を連続して出力させている際は、前記光量調節部材
を変化させていないときの合成の１組となる画像間の露出の大小関係が維持されるように
、前記光量調節部材を変化させているときの合成の１組となる画像間の露出を設定し、
　合成に用いない画像を連続して出力させている際の前記光量調節部材の動作よりも、合
成に用いる露出の異なる画像を連続して出力さている際の前記光量調節部材の動作がゆる
やかとなることを特徴とする撮像装置。
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【請求項１３】
　合成に用いない画像を連続して出力させている際の単位画像当たりの光量調節部材の駆
動による露出の変化よりも、合成に用いる画像を連続して出力させている際の単位画像あ
たりの光量調節部材の駆動による露出の変化が小さいことを特徴とする請求項１２に記載
の撮像装置。
【請求項１４】
　合成に用いる画像として、撮像手段から、第１の画像を出力させた後に前記第１の画像
とは露出が異なる第２の画像を出力させる制御工程と
　光量調節部材を駆動させて前記撮像手段に入射する光量を調整する光量調節工程と、
　前記第１の画像と前記第２の画像の露出の差を設定する設定工程を有し、
　前記設定工程は、前記光量調節部材を動作させているときに撮像される前記第１の画像
と前記第２の画像との露出の大小関係が、前記光量調節部材を動作させていないときに撮
像される前記第１の画像と前記第２の画像との露出の大小関係と同じになるように前記露
出の差を設定することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項１５】
　撮像手段を備え、当該撮像手段に入射する光量を調節する光量調節部材を駆動させて露
出を制御できる撮像装置の制御方法であって、
　動静に用いる画像の露出を設定する設定工程を有し、
　前記設定工程では、合成に用いる画像を連続して出力させている際は、前記光量調節部
材を変化させていないときの合成の１組となる画像間の露出の大小関係が維持されるよう
に、前記光量調節部材を変化させているときの合成の１組となる画像間の露出を設定し、
　合成に用いない画像を連続して出力させている際の前記光量調節部材の動作よりも、合
成に用いる露出の異なる画像を連続して出力させている際の前記光量調節部材の動作がゆ
るやかであることを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項１６】
　請求項１４又は請求項１５に記載の撮像装置の制御方法をコンピュータに実行させるた
めのコンピュータで読み取り可能なプログラムコードを有するプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、露出の異なる複数の画像を合成することでダイナミックレンジの拡大処理を
おこなう撮像装置とその制御方法およびプログラムに関し、特に、動画像の取得に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮像装置において、ダイナミックレンジを拡大する技術として、同一シーンで露
出量が異なる複数の画像を取得し、該複数の画像を合成するＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａ
ｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）合成という技術が一般的に知られている。
【０００３】
　このＨＤＲ合成のための処理（以下、ＨＤＲ合成処理と称す）の一例としては、まず、
被写体の測光結果に応じた露出（適正露出）条件の画像を取得する。そして、該適正露出
の蓄積時間より相対的に短い蓄積時間（露出アンダー）、及び相対的に長い蓄積時間（露
出オーバー）の露出条件で撮影した画像の一方、若しくはその双方を取得する。その後、
取得した露出量の異なる画像同士を合成することで広いダイナミックレンジを有する画像
を取得することが出来る。
【０００４】
　以上の構成を動画に適用した、いわゆる動画ＨＤＲの技術として、特許文献１には露出
の異なる画像を周期的に取得し、各画像を撮像装置内部で合成し連続的に出力することが
可能な撮像装置について提案されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特公平０７－０９７８４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１には、例えば被写体の輝度が変化した場合に、該輝度の変化
に追従するための露出制御については記載されていない。従って、撮影中に被写体の輝度
変化に追従して絞り等の光量を調節する機構により露出量を変化させると、合成に用いる
被合成画像間の露出量の差が変化し、適正にダイナミックレンジの拡大が行われない可能
性があった。
【０００７】
　本発明の目的は、被写体の輝度変化に応じて、ダイナミックレンジの拡大処理に用いる
画像間の露出が不自然に変化することを抑制することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するための本発明の一側面としての撮像装置は、被写体を撮像して画像
を出力する撮像手段と、光量調節部材を駆動させて前記撮像手段に入射する光量を調節す
る光量調節手段と、合成に用いる画像として、前記撮像手段が第１の画像を出力した後に
前記第１の画像とは露出が異なる第２の画像を出力するように、前記撮像手段を制御する
制御手段と、前記第１の画像と前記第２の画像の露出の差を設定する設定手段と、を有し
、前記設定手段は、前記光量調節部材を動作しているときに撮像される前記第１の画像と
前記第２の画像との露出の大小関係が、前記光量調節部材を動作していないときに撮像さ
れる前記第１の画像と前記第２の画像との露出の大小関係と同じになるように、前記露出
の差を設定することを特徴とする。
【０００９】
　また、上記目的を達成する為の本発明の別の側面としての撮像装置は、被写体を撮像す
ることで画像を出力する撮像手段と、を備え、前記撮像手段に入射する光量を調節する光
量調節部材を駆動させて露出を制御できる撮像装置であって、合成に用いる画像の露出を
設定する設定手段を有し、前記設定手段は、合成に用いる画像を連続して出力させている
際は、前記光量調節部材を変化させていないときの合成の１組となる画像間の露出の大小
関係が維持されるように、前記光量調節部材を変化させているときの合成の１組となる画
像間の露出を設定し、合成に用いない画像を連続して出力させている際の前記光量調節部
材の動作よりも、合成に用いる露出の異なる画像を連続して出力さている際の前記光量調
節部材の動作がゆるやかとなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、被写体の輝度変化に応じて、ダイナミックレンジの拡大処理に用いる
画像間の露出が不自然に変化することを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１実施形態に係る撮像装置の構成例を示す図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る映像信号処理部の構成例を示す図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る撮像装置の露出制御のタイミングを例示的に示すタ
イミングチャートである。
【図４】本発明の第１実施形態に係る撮像装置の動作処理の例を説明するフローチャート
である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る撮像装置の露出制御に関するプログラムを例示的に
説明するプログラム線図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係る撮影装置の絞り駆動パラメータを決定する処理の例
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を示すフローチャートである。
【図７】本発明の第２実施形態に係る撮像装置の露出制御のタイミングを例示的に示すタ
イミングチャートである。
【図８】本発明の第２実施形態に係る撮像装置の動作処理の例を説明するフローチャート
である。
【図９】本発明の第２実施形態に係る撮影装置の露出補正量を決定する処理の例を示すフ
ローチャートである。
【図１０】本発明の第３実施形態に係る撮像装置の動作処理の例を説明するフローチャー
トである。
【図１１】本発明の第３実施形態に係る撮像装置の露出制御のタイミングを例示的に示す
タイミングチャートである。
【図１２】本発明のその他の実施形態に係る撮像装置の露出制御タイミングを例示的に示
すタイミングチャートである。
【図１３】その他の実施形態に係る撮像装置で表現できる階調範囲を例示的に示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　（第１実施形態）
　（装置の基本構成）
　以下、本発明の実施形態について図１、図２を参照して説明する。図１は本実施形態に
係る撮像装置であるカメラ１００の構成例を示したブロック図である。本実施形態におい
てカメラ１００は被写体の光学像を導くレンズと、該レンズを着脱可能に設けられたカメ
ラ本体とからなるカメラである。尚、これに限定されるものではなく、例えばレンズとカ
メラ本体が一体構造となっているカメラなどでもよい。
【００１３】
　レンズ１０１は、フォーカスレンズやズームレンズなどを含む複数のレンズからなるレ
ンズ群であり、入射した被写体の光学像を撮像素子１０５へと導く。
【００１４】
　絞り１０２はレンズ１０１を介して入射する光量を調節する光量調節部材である。
【００１５】
　レンズ駆動部１４１は、レンズ１０１、絞り１０２の駆動を制御してズーム、フォーカ
ス、絞りなどの制御をそれぞれ実行する。
【００１６】
　また、レンズ１０１は、レンズマウント１０３を介してレンズとカメラ本体とがそれぞ
れ着脱可能に設けられている。
【００１７】
　シャッタ１０４は、シャッタ駆動部１４２によって駆動され、撮像素子１０５の状態を
露光状態と遮光状態とに適宜切換え可能である。
【００１８】
　撮像素子１０５は、ＣＣＤやＣＭＯＳなどの電荷蓄積型のイメージセンサであり、レン
ズ１０１によって導かれた被写体の光学像に応じたアナログ画像データを出力するもので
ある。さらに撮像素子１０５は、蓄積した電荷のリセットタイミングを変更することによ
って、蓄積時間を調整できる。
【００１９】
　ＡＦＥ（Ａｎａｌｏｇ　Ｆｒｏｎｔ　Ｅｎｄ）１０６では、撮像素子１０５から出力さ
れたアナログ画像データに対して、ゲイン調整、サンプリング、Ａ／Ｄ変換等を行い、デ
ジタル画像データとして画像データを映像信号処理部１２１へと出力する。
【００２０】
　次に、図２を参照して本実施形態に係る映像信号処理部１２１を説明する。同図は映像
信号処理部１２１の構成例を示したブロック図である。映像信号処理部１２１は、ＡＦＥ
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１０６から出力されたデジタル画像データに対して種々の画像処理を実行する。以下、映
像信号処理部１２１の内部の構成と各部の動作について説明する。
【００２１】
　映像信号処理部１２１の内部には、測光演算部２０１、現像処理部２０２、メモリイン
ターフェイス２０３、合成部２０４、動画エンコード処理部２０５が備えられている。
【００２２】
　測光演算部２０１は、ＡＦＥ１０６から出力されたデジタル画像データに基づいて被写
体を測光し、被写体の明るさを求める。
【００２３】
　現像処理部２０２は、ＡＦＥ１０６によってデジタル変換された画像データに対して、
ホワイトバランス、色補間、色補正、γ変換、エッジ強調、解像度変換等の処理を実行す
る。そして、上述の処理の結果をメモリインターフェイス２０３とバス１５０を介して映
像信号処理部１２１の外部に接続されたメモリ１３２へと出力する。
【００２４】
　尚、本実施形態では後述するＨＤＲ合成処理のために、撮像素子１０５によって露出量
の異なる複数の画像データを取得する。そして、現像処理部２０２において露出量の異な
る複数の画像それぞれに対して上述した各種の処理をおこないメモリ１３２へと結果が出
力される。露出量の異なる画像を取得する方法については後述する。
【００２５】
　メモリインターフェイス２０３は、バス１５０を介してメモリ１３２と接続されており
、映像信号処理部１２１の内部で使用するデータの取得、および出力を行う。
【００２６】
　合成部２０４は、現像処理部２０２が出力した露出量の異なる複数の画像データをメモ
リ１３２から読出し、ＨＤＲ合成処理を行った後にメモリ１３２に合成データを出力する
。
【００２７】
　動画エンコード処理部２０５は、合成部２０４が出力した合成データをメモリ１３２か
ら読出し、エンコード処理をおこない動画像データを生成し、メモリ１３２に結果を出力
する。以上が本実施形態における映像信号処理部１２１の構成である。
【００２８】
　次に、図１においてメモリ１３２は、前述したように映像信号処理部１２１が出力する
画像データを記憶する。また、メモリ１３２は、ＣＰＵ１３１がおこなう処理のデータを
一時的に記憶する。尚、ＣＰＵ１３１がおこなう処理については後述する。
【００２９】
　タイミング発生部１４３はバス１５０を介して接続されたＣＰＵ１３１によって制御さ
れて、撮像素子１０５、ＡＦＥ１０６、映像信号処理部１２１それぞれについて、動作の
タイミングを制御する。
【００３０】
　また、バス１５０には前述した構成部以外にレンズ駆動部１４１、シャッタ駆動部１４
２、電源１１０、メモリ１３２、表示制御部１５１、カード入出力部１７１、そして、各
種のスイッチ類が接続される。
【００３１】
　尚、上述の各種のスイッチ類とは、メインスイッチ１６１、第１レリーズスイッチ１６
２、第２レリーズスイッチ１６３、ライブビュー開始／終了ボタン１６４、動画記録開始
／終了ボタン１６５、上下左右選択ボタン１６６、決定ボタン１６７である。
【００３２】
　電源１１０は、バス１５０を介してカメラ１００の内部に設けられている各回路に電源
供給を行う。
【００３３】
　ＣＰＵ１３１は、カメラ１００の制御をおこなう。例えば、ＣＰＵ１３１は、撮像素子
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１０５で撮像した画像データの読み出し処理や映像信号処理部１２１の内部での動作制御
、メモリ１３２の動作タイミングの制御、レンズ駆動部１４１及びシャッタ駆動部１４２
の駆動制御などをおこなう。
【００３４】
　尚、ＣＰＵ１３１は上述した動作以外にもカメラ１００の内部でおこなわれる動作に関
して統括的な制御をおこなう。また、ＣＰＵ１３１はメモリ１３２に記憶された所定のプ
ログラムを読み出し実行することで前述の制御を実行する。
【００３５】
　表示制御部１５１は、バス１５０を介してＣＰＵ１３１により制御されている。表示制
御部１５１はＣＰＵ１３１からの指示に従い、メモリ１３２に記憶されている表示用画像
データをＤ／Ａ変換部１５２においてデジタル画像データから表示用のアナログ画像デー
タへと変換する。そして、変化されたアナログ画像データは液晶表示素子からなるＴＦＴ
などの表示部１５３、若しくはＶＩＤＥＯ出力端子１５４、ＨＤＭＩ（登録商標）出力端
子１５５はケーブル等を介して外部に設けられた外部表示部（不図示）へと表示用のアナ
ログ画像データを出力する。
【００３６】
　尚、デジタル画像データが記憶されているメモリ１３２内部の領域をＶＲＡＭと呼ぶ。
そして、表示制御部１５１が、ＣＰＵ１３１からの指示によってメモリ１３２のＶＲＡＭ
を読み出し前述の処理をおこなうことで、表示部１５３に表示用のアナログ画像データが
更新される。そして、上述の動作を連続的におこない表示部１５３に表示画像が更新され
続けることによって動画像の表示が可能となる。
【００３７】
　カードスロット１７２は、例えばＳＤカード等の着脱可能な記録媒体１７３を差し込み
可能である。そして、記録媒体１７３をカードスロット１７２に差し込んだ状態で、記録
媒体１７３は、カード入出力部１７１と電気的に接続される。
【００３８】
　そして、メモリ１３２に記録されている画像データを記録媒体１７３へと記録すること
が可能である。また、記録媒体１７３の内部に記録されたデータをカメラ１００で読み出
すことも可能である。
【００３９】
　（装置の基本動作）
　以下より、本実施形態に係る撮影に関する動作について図１を参照して説明する。ユー
ザによりメインスイッチ１６１がオンされると、ＣＰＵ１３１がメモリ１３２に記憶され
た所定のプログラムを実行し、カメラ１００を構成する各部へと電源を供給する。
【００４０】
　カメラ１００を構成する各部へと電源の供給がされると、例えば、ＣＰＵ１３１からの
指示がシャッタ駆動部１４２へと伝えられシャッタ１０４が開き、撮像素子１０５に、レ
ンズ１０１によって導かれた被写体の光学像が結像される。また、表示部１５３に各種の
パラメータを設定するためのグラフィカルインターフェース（以下、ＧＵＩと称する）が
表示される。
【００４１】
　第１レリーズスイッチ１６２は、レリーズボタン（不図示）の第１ストローク（半押し
状態）でオンとなる。本実施形態においては、まずユーザがレリーズボタン（不図示）の
第１レリーズスイッチ１６２をオンすると被写体の撮影準備を開始する。
【００４２】
　詳細としては、バス１５０を介してレンズ駆動部１４１によって、レンズ１０１と絞り
１０２は前述したフォーカス、ズーム、絞りなどの制御を必要に応じて実行する。
【００４３】
　第２レリーズスイッチ１６３は、レリーズボタン（不図示）の第２ストローク（全押し
状態）でオンとなる。そして、第２レリーズスイッチがオンの状態でＣＰＵ１３１は、タ
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イミング発生部１４３により予め決められた蓄積の開始タイミングに基づいてシャッタ駆
動部１４２の駆動を制御する。そして、シャッタ駆動部１４２によりシャッタ１０４の開
閉をおこなうことによって被写体の撮影をおこなう。
【００４４】
　次に、上下左右選択ボタン１６６、決定ボタン１６７をユーザが操作することによって
、ＧＵＩに表示された各種のパラメータの選択と設定を行うことが可能である。また、Ｈ
ＤＲ合成処理をおこなわない動画撮影モード（通常動画モード）とＨＤＲ合成処理をおこ
なう動画撮影モード（動画ＨＤＲモード）のいずれかに切り替え設定することができる。
【００４５】
　ユーザがライブビュー開始／終了ボタン１６４を押すと、ＣＰＵ１３１が、定期的（例
えば１秒に６０回）に撮像素子１０５から画像データを取り込み、各種処理を実行してメ
モリ１３２のＶＲＡＭへ配置する。
【００４６】
　これにより、撮像素子１０５から取り込んだ画像を表示部１５３に逐次表示（ライブビ
ュー）することができる。尚、ライブビューは釦等により指示するのではなく、メインス
イッチ１６１のオンと同時に開始されるような構成であっても良い。
【００４７】
　ライブビュー中にユーザが動画記録開始／終了ボタン１６５を押すと、動画記録を開始
または終了する。
【００４８】
　尚、本実施形態では、ライブビュー中に動画記録開始／終了ボタン１６５を押すことで
動画記録の開始または終了をおこなうが、これに限定されるものではない。例えば、ライ
ブビューが動作していない状態で動画記録開始／終了ボタン１６５を押すことによって表
示部１５３へのライブビューを開始するとともに動画記録の開始をおこなうような構成で
も良い。
【００４９】
　（ＨＤＲ合成動作）
　以下より、本実施形態におけるＨＤＲ合成処理について説明する。
【００５０】
　一般的に、動画撮影中は被写体の輝度変化に追従して露出も変化させる。この際、撮像
装置の内部では被写体の輝度変化に対応するために絞り値、ＩＳＯ感度、蓄積時間などの
露出条件を変更して対応する。即ち、被写体の輝度変化に追従して露出制御をおこなう。
この露出制御を例示的に動画撮影のための露出制御とする。
【００５１】
　また、ＨＤＲ合成処理をおこなう場合は、被写体の平均的な明るさに対する露出量であ
る適正露出と、適正露出よりも相対的に露出量の少ないアンダー露出を露出制御により設
定して被合成画像を撮影する。この露出制御を例示的にＨＤＲのための露出制御とする。
【００５２】
　尚、ＨＤＲ合成処理に用いられる画像を被合成画像とする。例えば、本実施形態では適
正露出で撮影した適正露出画像（第２の画像）とアンダー露出で撮影したアンダー露出画
像（第１の画像）とが被合成画像となる。また、撮像素子１０５で撮影されＣＰＵ１３１
が周期的に連続して出力したアンダー露出画像と適正露出画像を合成に用いられる１組と
する。
【００５３】
　そして、適正露出画像とアンダー露出画像とを合成することで、適正露出画像のみを出
力する場合（通常時）に比べてダイナミックレンジが拡大された画像を取得することが出
来る。
【００５４】
　ここで、動画撮影中にＨＤＲ合成処理をおこなう場合、即ち動画ＨＤＲモードでは上述
したような動画撮影のための露出制御とＨＤＲのための露出制御とを同時に行わなくては
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ならない。
【００５５】
　従って、動画ＨＤＲモードではＨＤＲ合成処理をおこないつつ、被写体の輝度に変化が
生じた場合はその輝度変化に追従して露出制御をおこなう必要がある。
【００５６】
　本実施形態では、動画撮影のための露出制御を、特に、絞り１０２を変化（駆動）させ
ることによっておこなう場合について説明する。
【００５７】
　例えば、被写体の輝度が暗い状態から明るい状態へと変化した場合、絞り１０２をいわ
ゆる開放側から絞り込側へと変化させる。そのような場合、絞り１０２の変化（駆動）中
に、連続して出力されたアンダー露出画像と適正露出画像とで、露出量の大小関係が維持
できなくなってしてしまう。
【００５８】
　即ち、被合成画像同士の露出量の大小（多い少ない）が入れ替わってしまうという問題
が生じる。以下、図３を参照して上述の問題について説明する。
【００５９】
　図３は本実施形態における種々の露出制御タイミングと露出量の変化を連続的に図示し
たタイミングチャートである。図３において、〈１〉は動画撮影のための露出制御による
露出量の変化を表している。〈２〉はＨＤＲのための露出制御による露出量の変化を表し
ている。そして、〈３〉は動画ＨＤＲモードにおける撮像装置全体での露出量の変化を表
している。
【００６０】
　また、図３（Ａ）は、上述したような露出量の大小が入れ替わってしまっている場合の
タイミングチャートである。更に、図３（Ｂ）と（Ｃ）はそれぞれ後述する条件に応じた
タイミングチャートである。
【００６１】
　ここで、図３（Ａ）に注目すると、絞り駆動中におけるアンダー露出画像の平均の露出
量を表す点Ａの露出量よりも絞り駆動中における適正露出画像の平均の露出量を表す点Ｂ
の露出量が小さい（少ない）ということがわかる。即ち、当初意図していた被合成画像間
の露出量の大小が入れ替わってしまう。
【００６２】
　被合成画像取得後に施すガンマ補正やサンプリング等はそれぞれの被合成画像に応じて
おこなわれる為、この状態ではＨＤＲ合成処理が適正に行われないという問題が生じる。
【００６３】
　そこで、本実施形態では、絞りを微小駆動することによって上述の問題を解決する。尚
、絞りの微小駆動は、ステッピングモータのコイルに流れる電流を段階的に制御し、絞り
径の微細な制御が可能なレンズであるマイクロステップ絞り駆動が可能なレンズを用いて
、絞りの駆動を制御することで実現する。
【００６４】
　詳細としては、合成の１組となるアンダー露出画像用の露出量（以下、アンダー露出と
称す）と適正露出画像用の露出量（以下、適正露出と称す）の大小の関係が適正なものと
なるように、被合成画像間での露出が変化した量を表す露出の変化量を決定する。
【００６５】
　そして、露出の変化量を決定するための手段として絞りの駆動（により変化する露出量
）を制御することで上述の問題に対応する。
【００６６】
　以下より上述した本実施形態に係る撮像装置の動作を図４に示すフローを参照して説明
する。尚、この図４に示すフローにおける各ステップの動作は、カメラ１００の内部に設
けられたＣＰＵ１３１がメモリ１３２の内部に記憶されたプログラムを実行することで実
現される。
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【００６７】
　まず、撮影処理を始める前に、前述したカメラ１００を構成する各部の操作をおこなう
ことで被写体に焦点を合わせる等の撮影に関する事前準備を完了する。
【００６８】
　図４のフローについて説明する。まず、ステップＳ１００でＣＰＵ１３１は、ライブビ
ュー開始／終了ボタン１６４が押されたことを検知して、撮影処理を開始する。
【００６９】
　次に、ステップＳ１０１で、ＣＰＵ１３１は、ユーザによって選択された動画モードが
動画ＨＤＲモードか否かを判定する。動画ＨＤＲモードではない場合は、通常動画モード
であると判定しステップＳ１０２へと進み、動画ＨＤＲモードの場合はステップＳ１１１
へと進む。
【００７０】
　以下より通常動画モードの動作に関するフローについて説明する。ステップＳ１０２で
ＣＰＵ１３１は、撮像素子１０５、表示制御部１５１に動作開始を指示し通常動画モード
用の制御を開始する。
【００７１】
　次に、ステップＳ１０３でＣＰＵ１３１は、メモリ１３２の内部に記憶されている、予
め決められた露出条件での予備画像の撮像をおこなう。尚、予備撮影の露出条件は一般的
なものであればどのようなものであってもよい。また、本実施形態において、予備画像は
後述する測光演算に使用するだけなので、メモリ１３２等に記録は行わないが、記録をお
こなうような構成であっても良い。
【００７２】
　次に、ステップＳ１０４でＣＰＵ１３１は測光演算部２０１に、先に取得した予備画像
の測光演算をおこなわせ、その結果から目標露出を算出する。
【００７３】
　本実施形態において目標露出とは、測光演算の結果から算出される被写体の明るさに対
して適正な露出である。本実施形態では、図５に示すプログラム線図に基づいて目標露出
の算出をおこなう。
【００７４】
　ここで、図５のプログラム線図は本実施形態に係る動画撮影時の絞り、蓄積時間、ＩＳ
Ｏ感度の関係を示したプログラム線図の例である。上側の横軸と左側の縦軸は撮影露出、
下側の横軸は蓄積時間およびＩＳＯ感度、右側の縦軸は絞り値を示す。
【００７５】
　尚、この目標露出はユーザの設定により適宜設定するような構成であっても良い。その
場合は、ステップＳ１０３及びステップＳ１０４の工程をおこなわずに任意の露出を決定
するような構成でも良い。
【００７６】
　次に、ステップＳ１０５でＣＰＵ１３１は、先に算出した目標露出が、後述する所定範
囲内に収まっているか否かを判定する。目標露出が所定範囲内である場合はステップＳ１
０７へと進む。目標露出が所定範囲外の場合はステップＳ１０６へと進む。
【００７７】
　一般的に動画では、目標露出に実際の撮影に用いる露出（撮影露出）を追従させて露出
制御をおこなう。しかしながら、目標露出に対する撮影露出の追従を過度におこなうこと
で頻繁に露出が変更されてしまう。この状態では撮影露出が定まりにくいという弊害があ
る。
【００７８】
　そこで、本実施形態では上述の弊害を防止するために撮影露出を基準とした所定範囲（
不感帯）を設ける。そして、撮影露出を基準とした所定範囲内に目標露出が設定されるか
否かで露出条件の変更をおこなうか否かを決定する。
【００７９】



(11) JP 6214206 B2 2017.10.18

10

20

30

40

50

　尚、本実施形態において、所定範囲は撮像素子１０５のダイナミックレンジや測光演算
部２０１が出力する演算精度、現像処理部２０２のγ変換パラメータ等から決定するがこ
れに限定されるものではない。
【００８０】
　目標露出が設定した所定範囲外である場合、ステップＳ１０６でＣＰＵ１３１は、撮影
露出を変更し、露出の変更が完了したらステップＳ１０７へと進む。尚、本実施形態にお
いて撮影露出の変更は、図５に示すプログラム線図に基づいて絞り、蓄積時間、ＩＳＯ感
度を適宜変更することで実現する。
【００８１】
　次に、ステップＳ１０７では表示部１５３に表示する画像（表示画像）の撮影をおこな
い、表示画像の撮影が完了したらステップＳ１０８で撮影した表示画像のライブビューの
更新をおこなう。尚、撮影処理を開始した後の初めての処理である場合は、ライブビュー
を開始する。
【００８２】
　次に、ステップＳ１０９でＣＰＵ１３１は、撮影処理を終了するか否かの判定をおこな
い、終了する場合はＳ１１０へと進み撮影処理を終了し、ライブビューも終了する。
【００８３】
　撮影処理を終了しない場合は、ステップＳ１０４へと戻り次の画像の撮影動作を開始す
る。以上が通常動画モードの動作についてのフローである。
【００８４】
　以下より、動画ＨＤＲモードの動作に関するフローについて説明する。ステップＳ１０
１において、ユーザによって選択された動画モードが動画ＨＤＲモードであると判定され
た場合、ステップＳ１１１へと進みＣＰＵ１３１は、撮像素子１０５、表示制御部１５１
に動作の開始を指示し動画ＨＤＲモード用の制御を開始する。
【００８５】
　次に、ステップＳ１１２でＣＰＵ１３１は、メモリ１３２の内部に記憶されている、予
め決められた露出条件での予備画像の撮像をおこなう。尚、予備画像の撮影については前
述の通常動画モードと同様なので説明は省略する。
【００８６】
　次に、ステップＳ１１３でＣＰＵ１３１は測光演算部２０１に、先に取得した予備画像
の測光演算をおこなわせ、その結果から目標露出を算出する。
【００８７】
　尚、動画ＨＤＲモードでも通常動画モードと同様に図５に示すプログラム線図に従って
目標露出を決定する。ここで、動画ＨＤＲモードにおける目標露出とは、後述する適正露
出である。従って、後述するアンダー露出画像は、図５に示すプログラム線図を基に、適
正露出から所定の露出差を設定することで取得される。
【００８８】
　次に、ステップＳ１１４でＣＰＵ１３１は、測光演算の結果から、適正露出とアンダー
露出との露出差を決定する。本実施形態においてアンダー露出は適正露出よりも露出量（
ＥＶ）が２段分（２Ｅｖ）小さくなるように設定されるが、これに限定されるものではな
い。
【００８９】
　例えば、適正露出とアンダー露出の露出差を２Ｅｖ以外にしても良いし、所定の算出式
に従って露出差を算出するような構成でも良い。
【００９０】
　尚、本実施形態において、適正露出とアンダー露出との露出差は、ＩＳＯ感度及び蓄積
時間の一方か、若しくは双方を撮影毎に変更することで実現する。即ち、図３の〈２〉に
示す露出制御は、絞りを変化させることなくＩＳＯ感度と蓄積時間を制御することによっ
て実現される。
【００９１】
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　次に、ステップＳ１１５でＣＰＵ１３１は、先に算出した目標露出が所定範囲内である
か否かを判定する。目標露出が所定範囲内である場合は、ステップＳ１１９へと進む。
【００９２】
　ステップＳ１１５で目標露出が所定範囲外であると判定した場合は、Ｓ１１６へと進み
ＣＰＵ１３１は、絞り駆動による露出制御を開始する。尚、動画ＨＤＲモードも所定範囲
は通常動画モードと同様である。
【００９３】
　次に、ステップＳ１１７でＣＰＵ１３１は絞り駆動パラメータを決定する。この絞り駆
動パラメータの決定するための動作である絞り駆動処理に関しては後述する。
【００９４】
　尚、本実施形態において、絞り駆動パラメータとは、レンズ１０１がレンズ駆動部１４
１によってマイクロステップ絞り駆動をおこなう際の、単位画像あたりの露出量の変化量
を決定する為のパラメータである。
【００９５】
　次に、ステップＳ１１８でＣＰＵ１３１は、ステップＳ１１７で決定した絞り駆動パラ
メータを基に絞りの駆動を開始した後、ステップＳ１１９へと進む。
【００９６】
　次に、ステップＳ１１９でＣＰＵ１３１は、ステップＳ１１４で求めたアンダー露出と
適正露出との露出差を基に露出制御をおこない、まず、アンダー露出に設定する。そして
、その後アンダー露出画像の撮影をおこなう。
【００９７】
　次に、ステップＳ１２０でＣＰＵ１３１は、アンダー露出画像を撮影した際と同様に適
正露出画像の撮影をおこなう。
【００９８】
　尚、本実施形態では、先にアンダー露出画像を撮影した後に適正露出画像の撮影をおこ
なう。これは、撮像素子１０５からの電荷の読み出しタイミングは周期的で、蓄積の開始
タイミングは読み出しタイミングから逆算して設定されることに起因する。
【００９９】
　例えば適正画像から撮影を行った場合、アンダー露出画像の方が適正露出画像より蓄積
時間が短いため、適正露出画像とアンダー露出画像との間で電荷の蓄積をおこなわない間
隔が大きくなってしまう。従って、ＨＤＲ合成処理をおこなう場合に適正露出画像とアン
ダー露出画像とで被写体のずれ量が大きくなってしまい、合成後の画像にブレが生じてし
まう可能性がある。
【０１００】
　以上より、本実施形態ではアンダー露出画像、適正露出画像の順で撮影をおこなうが、
例えば、適正露出画像、アンダー露出画像の順に撮影をおこなうような構成でも良い。特
に、被写体に所定以上の動きが生じないような場合は撮影の順序を限定する必要はない。
【０１０１】
　次に、ステップＳ１２１でＣＰＵ１３１は、合成部２０４においてアンダー露出画像と
適正露出画像とを合成してＨＤＲ合成処理をおこなう。
【０１０２】
　合成の詳細としては、まず、被合成画像毎に画像を複数のブロックに分割し、該ブロッ
ク内部の所定の画素について、適正露出画像とアンダー露出画像とを比較することで被合
成画像同士の位置合わせをおこなう。
【０１０３】
　次に、被合成画像の所定の画素毎に輝度値を積算し平均輝度値を算出する。そして、積
算した平均輝度値が所定の閾値を超えるか否かで画像中の黒つぶれ輝度領域、および白と
び輝度領域を検出する。そして検出された黒つぶれ領域と白とび領域を合成の対象から画
素から除外する（除外処理）。以上の動作を被合成画像である適正露出画像とアンダー露
出画像の双方でおこなう。
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【０１０４】
　最後に、適正露出画像の輝度レベルを基準として被合成画像の輝度レベルを合わせ、所
定の合成比率に応じての適正露出画像とアンダー露出画像の合成が実行される。
【０１０５】
　以上の動作は、合成部２０４の内部で、ＣＰＵ１３１がメモリ１３２の内部の所定のプ
ログラムを実行し、その際にメモリ１３２の内部に記憶された所定のデータを用いること
で実行される。
【０１０６】
　尚、本実施形態に係る撮像装置において、合成処理は前述の動作をおこなうものに限定
されるものではなく、例えば、被合成画像同士の加算平均をおこなうだけでも良い。
【０１０７】
　ステップＳ１２２でＣＰＵ１３１は、合成によって取得した合成画像のライブビューを
おこなう。
【０１０８】
　次に、ステップＳ１２３で撮影処理を終了するか否かの判定をする。撮影処理を終了す
る場合はステップＳ１２４へと進み撮影処理を終了しライブビューも終了する。また、撮
影処理を終了しない場合は、ステップＳ１１３へと戻り、次のフレームの撮影処理動作を
おこなう。以上が、動画ＨＤＲモードの動作を示すフローである。
【０１０９】
　（絞り駆動パラメータの決定手順）
　以下、前述したステップＳ１１５においてＣＰＵ１３１が、目標露出が所定範囲（不感
帯）外であると判定した場合におこなう、絞り駆動処理について前述の図３、及び図６を
参照して説明する。
【０１１０】
　図６は被写体の輝度変化に応じて絞り駆動するにあたり、絞り駆動パラメータを決定す
るためのフローを示した図である。この図６に示すフローにおける各ステップの動作は、
カメラ１００の内部に設けられたＣＰＵ１３１がメモリ１３２の内部に記憶されたプログ
ラムを実行することで実現される。
【０１１１】
　尚、本実施形態において絞り駆動パラメータは、絞り変化露出量ΔＦ、単位露出上限量
ΔＦｍａｘ、絞り駆動画像数、絞り駆動中の被合成画像間の露出差ΔＧ１、単位絞り変化
露出量ΔＦ１、絞り駆動開始タイミングを指す。これらの各パラメータの詳細については
後述する。
【０１１２】
　ここで、絞り変化露出量ΔＦとは、絞り駆動中の絞り駆動により変化する露出量である
。単位露出上限量ΔＦｍａｘとは、単位画像あたりの絞り駆動によって変化する露出量の
上限である。単位絞り変化露出量ΔＦ１とは、単位画像当たりの絞りの駆動により変化す
る露出量である。
【０１１３】
　図６において、まずステップＳ２００で絞り駆動パラメータの決定処理を開始し、その
後、ステップＳ２０１でＣＰＵ１３１は、目標露出と現在の撮影露出の差分から、必要な
絞り駆動量ΔＦを決定する。
【０１１４】
　次に、ステップＳ２０２でＣＰＵ１３１は、単位露出上限量ΔＦｍａｘを、被合成画像
の露出である適正露出とアンダー露出の露出差ΔＥ１に基づいて決定する。
【０１１５】
　詳細としては、単位露出上限量ΔＦｍａｘをΔＥ１未満として設定する（ΔＦｍａｘ＜
ΔＥ１）。
【０１１６】
　尚、本実施形態において、露出差ΔＥ１は合成に用いられる組として連続して周期的に
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出力されるアンダー露出と適正露出の露出量の差分の絶対値である。
【０１１７】
　本実施形態において、絞りの駆動に上限（単位露出上限量）を設けるのは、絞り駆動中
にアンダー露出と適正露出の露出量の大小関係が逆転することを防ぐためである。
【０１１８】
　即ち、絞り駆動中であっても、絞りを駆動してないときの被合成画像間の露出量の大小
関係を保つように絞りの駆動を設定する。
【０１１９】
　従って、絞りを駆動することによる単位画像当たりの露出の変化量は、通常動画モード
時と比較して動画ＨＤＲモードの方が少なくなる。即ち、前述したように露出上限量ΔＦ
ｍａｘをΔＥ１よりも小さくし、動画ＨＤＲモードでの絞りの駆動を通常動画モードでの
絞りの駆動よりもゆるやかに変化するように制御される。
【０１２０】
　以上の動作によって、図３（Ｂ）のように絞りを駆動している際の被合成画像同士の露
出量の大小関係（点Ｅと点Ｆの大小の関係）は、絞り駆動をしていないときの被合成画像
同士の露出量の大小関係（点Ｃと点Ｄの大小関係）が維持される。即ち、被合成画像同士
の露出量の大小関係が入れ替わることはない。
【０１２１】
　尚、図３（Ｂ）は本実施形態に係る撮像装置における、絞りの駆動を制御された場合の
露出制御タイミングと露出量の変化を連続的に図示したタイミングチャートである。そし
て、点Ｃ～点Ｆはそれぞれ、位置する被合成画像における平均の露出量を表している。
【０１２２】
　また、前述の露出量の大小関係とは、露出量が多いか少ないか（大きいか小さいか）と
いう関係を示すものであって、絞りを駆動している際にも絞りを駆動していない際の露出
差を常に維持するということではない。
【０１２３】
　例えば、本実施形態においては図３（Ｂ）の点Ｃと点Ｄの間の露出差と点Ｅと点Ｆの間
の露出差がまったく同一であり、大小関係も同じである必要は無い。
【０１２４】
　更に、本実施形態において露出量の大小関係とは、アンダー露出画像と適正露出画像と
を合成に用いられる１つの組として、周期的に連続して出力されるものを比較した際の関
係である。即ち、図３（Ｂ）の点Ｃと点Ｄのような被合成画像同士の組で露出量を比較し
た場合の被合成画像間の露出量の大小関係である。
【０１２５】
　図６に戻り、ステップＳ２０３でＣＰＵ１３１は、絞り駆動をおこなう被合成画像の数
（絞り駆動画像数）をΔＦ／ΔＦｍａｘとして算出する。
【０１２６】
　次に、ステップＳ２０４でＣＰＵ１３１は、絞り駆動中の被合成画像間の露出差ΔＧ１
を決定する。本実施形態において、被合成画像間に露出差を設けるのは、絞り駆動中であ
ってもＨＤＲ合成処理の効果を一定以上保持する為である。
【０１２７】
　例えば、通常であれば２Ｅｖほどの露出差を有する被合成画像間の露出差が、絞りの駆
動により小さくなってしまうと、被合成画像同士の露出量にはほとんど違いがなくなって
しまう。この状態の被合成画像同士でＨＤＲ合成処理をおこなったとしてもダイナミック
レンジの拡大効果は希薄になってしまう。
【０１２８】
　そこで、本実施形態では前述したように被合成画像間で一定値以上の露出差を有するよ
うな露出制御をおこなう。詳細としては、絞り駆動中であっても被合成画像間の露出差Δ
Ｇ１が通常時と比較して略半分以上の露出差を有するように絞りの駆動を制御する（ΔＧ
１＝ΔＥ１／２）。
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【０１２９】
　この構成によって、絞り駆動中であっても常にＨＤＲ合成処理の効果を一定以上保持し
て合成画像を取得することが出来る。
【０１３０】
　図６のフローに戻り、ステップＳ２０５でＣＰＵ１３１は、ステップＳ２０３で算出し
た絞り駆動画像数が偶数であるか否かを判定する。
【０１３１】
　ステップＳ２０５の判定において、ステップＳ２０３で算出した絞り駆動画像数が偶数
でない場合、ステップＳ２０６でＣＰＵ１３１は、算出した絞り駆動画像数に絞り駆動を
おこなう画像を追加する。
【０１３２】
　即ち、絞り駆動画像数が奇数の場合は、絞り駆動をおこなう画像を１枚追加することで
絞り駆動画像数が偶数となるように補正をおこなう。
【０１３３】
　これは、絞り駆動画像数を偶数とすることで、アンダー露出画像と適正露出画像の組み
合わせの内どちらか一方だけが絞り駆動が行われ、ＨＤＲ合成処理が適正におこなわれな
くなることを防ぐためである。即ち、絞り駆動画像数は常に被合成画像の数の倍数となる
ように設定される。
【０１３４】
　次に、ステップＳ２０７でＣＰＵ１３１は、先に決定した絞り変化露出量ΔＦと絞り駆
動画像数から、被合成画像間において実際に単位画像あたりの絞り駆動によって変化する
露出量である単位絞り変化露出量を決定する。
【０１３５】
　次に、ステップＳ２０８でＣＰＵ１３１は、絞り駆動が、合成に用いられる被合成画像
同士の組のアンダー露出画像から開始されるように、絞り駆動を開始するタイミングであ
る絞り駆動開始タイミングを設定する。
【０１３６】
　例えば、本実施形態では、図３（Ｂ）に示すようにアンダー露出画像、適正露出画像の
順で合成が行われるので、図３（Ｂ）中の点Ｙに示す位置が絞り駆動開始タイミングであ
る。
【０１３７】
　尚、前述したように、ステップＳ２０５、ステップＳ２０６において、絞り駆動画像数
が偶数となるように設定しているため、絞り駆動が終了するタイミング（絞り駆動終了タ
イミング）は図３（Ｂ）中の点Ｚの位置である。
【０１３８】
　図３（Ｃ）は絞り駆動開始タイミングが被合成画像として撮影される画像に合わせない
場合の露出制御タイミングと露出量の変化を連続的に図示したタイミングチャートである
。
【０１３９】
　図３（Ｃ）において、点Ｇ及び点Ｈはそれぞれの被合成画像における平均の露出量を表
している。ここで、アンダー露出画像ではあるが絞り駆動をしていない場合の点Ｇと、適
正露出画像であるが絞り駆動中の点Ｈの画像同士が合成されることでＨＤＲ合成が適切に
行われない可能性がある。
【０１４０】
　例えば、一方が絞り駆動中の画像を合成に使用すると、被合成画像間で露出量が一定の
量で変化をしないため、被合成画像同士の位置合わせや輝度レベルの調整などが適正に行
われないなどの問題が生じてしまう。
【０１４１】
　従って、本実施形態では、前述したように、被合成画像の組に合わせて絞り駆動をおこ
なう絞り駆動タイミングを決定する。即ち、先に取得するアンダー露出画像の取得開始と
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同時に絞りの駆動を開始し、後に取得する適正露出画像の取得完了と同時に絞りの駆動を
終了する。
【０１４２】
　ステップＳ２０８で絞り駆動タイミングを決定したらステップＳ２０９でＣＰＵ１３１
は絞り駆動パラメータの決定処理を終了する。以上が絞り駆動パラメータを設定するため
のフローである。
【０１４３】
　絞り駆動パラメータが決定したら、図４のステップＳ１１８において決定した絞り駆動
パラメータに従って絞り駆動を開始する。従って、以降のステップでは、動画撮影中にも
ＨＤＲ合成処理を適正に行うことが出来るような条件で被合成画像を順次取得することが
出来る。
【０１４４】
　以上説明したように、本実施形態に係る撮像装置によれば、動画ＨＤＲモードで動画撮
影中にＨＤＲ合成処理をおこなう場合であっても、被写体の輝度変化に追従して露出制御
をおこないつつ、ＨＤＲ合成処理を適正におこなうことができる。
【０１４５】
　尚、本実施形態において絞り駆動の制御は、算出した絞り駆動量と絞り駆動画像数に基
づいて単位絞り駆動量を算出するため、１つの絞り駆動中における単位絞り駆動量は常に
一定である。しかし、本実施形態はこれに限定されるものではなく、絞り駆動中に測光演
算をおこない、その結果を絞り駆動の制御に逐次反映させるような構成でも良い。
【０１４６】
　また、本実施形態では被合成画像間の露出差ΔＧ１を設定するような構成であるが、こ
れに限定されるものではない。例えば、図６のステップＳ２０４の処理をおこなわないよ
うな構成であっても良い。
【０１４７】
　更に、本実施形態は合成部２０４で前述した露出の異なる画像同士を合成するような構
成であるがこれに限定されるものではない。例えば、カメラ１００の外部にもうけられた
外部装置（不図示）で合成をおこなうような構成であっても良い。
【０１４８】
　（第２実施形態）
　前述した第１実施形態では、絞りの駆動を制御することで、被写体の輝度変化に追従し
て露出制御をおこないつつ、ＨＤＲ合成処理を適正におこなう構成について説明した。
【０１４９】
　本実施形態では、絞りの駆動を制御する代わりに蓄積時間とＩＳＯ感度を制御する場合
について図７参照して説明する。
【０１５０】
　図７は絞り駆動中に蓄積時間とＩＳＯ感度を制御する場合の露出制御タイミングと露出
量の変化を連続的に図示したタイミングチャートである。尚、図７の点Ｉと点Ｊはそれぞ
れ対応するアンダー露出画像と適正露出画像の平均の露出量を表している。
【０１５１】
　本実施形態では、絞り駆動中も、絞りを駆動してないときの被合成画像同士の露出量の
大小関係を維持する為に、絞り駆動していないときの蓄積時間とＩＳＯ感度をＣＰＵ１３
１（蓄積時間制御手段、並びにＩＳＯ感度制御手段）によって制御する。
【０１５２】
　詳細としては、蓄積時間とＩＳＯ感度を制御することによる露出量を、絞りを駆動して
いないときと比較して絞り駆動中のアンダー露出では小さく（少なく）、適正露出では大
きく（多く）することで対応する。
【０１５３】
　即ち、図７において絞り駆動中である点Ｉの露出量を絞り駆動していない場合より少な
くし、点Ｊの露出量を絞り駆動していない場合より多くする。
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【０１５４】
　この構成によって点Ｉと点Ｊ間の露出量は、絞り駆動をしていない場合の被合成画像間
の露出量の大小関係を維持することができる。以下より、この構成に係る動作について、
図８のフローを参照して説明する。
【０１５５】
　尚、図８は本実施形態に係る撮像装置の動作を示すフローである。また、図８に示すフ
ローにおける各ステップの動作は、カメラ１００の内部に設けられたＣＰＵ１３１がメモ
リ１３２の内部に記憶されたプログラムを実行することで実現される。
【０１５６】
　図８において、まず撮影処理を始める前に、カメラ１００を構成する各部の操作をおこ
なうことで撮影に関する事前準備を完了し、ステップＳ３００でＣＰＵ１３１は、ライブ
ビュー開始／終了ボタン１６４が押されたことを検知して、撮影処理を開始する。
【０１５７】
　次に、ステップＳ３０１でＣＰＵ１３１は、ユーザにより設定されたのが動画ＨＤＲモ
ードであるか否かを判定する。ここで、動画ＨＤＲモードではないと判定された場合は、
前述の第１実施形態と同様に通常動画モードが選択される。尚、本実施形態の通常動画モ
ードは前述した第１実施形態と同様の動作をおこなうので説明は省略する。
【０１５８】
　ステップＳ３０１で動画ＨＤＲモードが設定されていると判定した場合は、ステップＳ
３１１へ進みＣＰＵ１３１はＨＤＲ動画撮影モードに関する処理を開始する。以下、ステ
ップＳ３１５まで動作は、前述の第１実施形態と同様であるので説明は省略する。
【０１５９】
　ステップ３１５でＣＰＵ１３１が、目標露出が所定範囲外であると判定した場合、ステ
ップＳ３１６でＣＰＵ１３１は、目標露出が所定範囲内となるように蓄積時間とＩＳＯ感
度を変化させて補正する露出量である露出補正量を決定する為の処理をおこなう。
【０１６０】
　尚、本実施形態では、通常動画モードと同様に、被写体の輝度変化に追従した露出制御
をおこなう。
【０１６１】
　この際、第１実施形態とは異なり、輝度変化に追従して絞りを駆動する場合に、絞りの
駆動により変化する単位画像当たりの露出量に上限（ΔＦｍａｘ）は設けない。従って、
動画ＨＤＲモードでは通常動画モードと同じように絞りを駆動させる。
【０１６２】
　本実施形態では、絞りの駆動により変化する露出量を制御する代わりに、蓄積時間とＩ
ＳＯ感度により変化する露出量を制御する。
【０１６３】
　即ち、蓄積時間とＩＳＯ感度を制御することで、被合成画像間の露出差を適正に保ち、
被合成画像同士で露出量の大小関係が入れ替わることを抑制する。
【０１６４】
　尚、本実施形態では、ＨＤＲのための露出制御以外で、上述したような被合成画像間の
露出差を適正に保つために蓄積時間とＩＳＯ感度の制御をおこなうことを例示的に露出補
正処理とする。
【０１６５】
　ステップＳ３１６でＣＰＵ１３１は、露出補正制御処理における露出補正量を決定する
。この露出補正量の決定処理について図９を参照して説明する。図９は、本実施形態に係
る露出補正量の決定処理の動作を示すフローである。
【０１６６】
　尚、図９に示すフローにおける各ステップの動作は、カメラ１００の内部に設けられた
ＣＰＵ１３１がメモリ１３２の内部に記憶されたプログラムを実行することで実現される
。
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【０１６７】
　図９のステップＳ４００でＣＰＵ１３１は露出補正量の決定処理を開始し、ステップＳ
４０１でＣＰＵ１３１は被写体輝度の変化に追従する為に必要な絞り変化露出量ΔＦを決
定する。
【０１６８】
　次に、ステップＳ４０２でＣＰＵ１３１は、単位絞り変化露出量ΔＦ１を算出する。尚
、このΔＦ１の算出方法は、前述した第１実施形態のように単位露出上限量ΔＦｍａｘを
算出し、単位絞り変化露出量ΔＦ１をその範囲内に収めるような構成ではない。
【０１６９】
　次に、ステップＳ４０３でＣＰＵ１３１は、先に算出した絞り変化露出量ΔＦと単位絞
り変化露出量ΔＦ１から絞り駆動画像数を算出する。詳細としては、絞り駆動画像数＝Δ
Ｆ／ΔＦ１として算出する。
【０１７０】
　ステップＳ４０３で絞り駆動画像数を算出したら、ステップＳ４０４においてＣＰＵ１
３１は、該絞り駆動画像数が偶数か否かを判定する。絞り駆動画像数が偶数の場合はステ
ップＳ４０６へと進み、絞り駆動画像数が偶数でない場合はステップＳ４０５へと進む。
【０１７１】
　ステップＳ４０４でＣＰＵ１３１が、絞り駆動画像数が偶数でないと判定した場合、ス
テップＳ４０５でＣＰＵ１３１は、絞り駆動画像数が偶数となるように補正処理をおこな
う。
【０１７２】
　ステップＳ４０５で絞り駆動画像数の補正の完了、又はステップＳ４０４で絞り駆動画
像数が偶数であると判定されたら、ステップＳ４０６へと進みＣＰＵ１３１は絞り駆動中
の被合成画像間の露出量を決定する。
【０１７３】
　ここで、本実施形態では、絞り駆動をおこなっていないときのアンダー露出と適正露出
の露出差は２Ｅｖに固定されている。そこで、絞りの駆動中は被合成画像間の露出差ΔＧ
が１Ｅｖ以上２Ｅｖ未満となるように、蓄積時間とＩＳＯ感度を変化させることで露出量
を補正するための露出補正量を決定する。
【０１７４】
　ステップＳ４０６で絞り駆動中の露出補正量が決定したら、ステップＳ４０７でＣＰＵ
１３１は、先に決定した露出補正量に基づいてＩＳＯ感度を変更することによる露出補正
量を決定する。
【０１７５】
　この際、ＩＳＯ感度の単位画像あたりの変更条件としては、カメラ１００で設定可能な
ＩＳＯ感度の段数の内、元々設定されているＩＳＯ感度の上下２段の段差以内の変更まで
を許容範囲とする。これは、ＩＳＯ感度の変化によるノイズの影響を最小限とする為であ
る。尚、ＩＳＯ感度の変更可能な段数の許容範囲はこれに限定されるものではなく、ユー
ザが任意に決めるような構成でも良い。
【０１７６】
　次にステップＳ４０８でＣＰＵ１３１は、蓄積時間を変更する必要があるか否かを判定
する。前述したように、本実施形態ではＩＳＯ感度の変更が可能な段数は予め決められて
いる。そこで、ＩＳＯ感度の変更が可能な段数の許容範囲を超えて露出補正制御処理が必
要な場合は、ＩＳＯ感度に加えて蓄積時間を変更することで露出補正制御処理をおこなう
。
【０１７７】
　ステップＳ４０８で、ＣＰＵ１３１が蓄積時間の変更が必要ないと判定した場合はステ
ップＳ４１０へと進む。
【０１７８】
　ステップＳ４０８で、蓄積時間の変更が必要であると判定した場合は、ステップＳ４０
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９へ進みＣＰＵ１３１は、先に決定した露出補正量に基づき蓄積時間を変更することによ
る露出補正量を決定する。
【０１７９】
　即ち、ＩＳＯ感度の変更可能な許容範囲内で露出補正処理が完了しないと判定した場合
、蓄積時間も変更する。
【０１８０】
　詳細としては、ステップＳ４０６で決定した露出補正量から、ステップＳ４０７でＩＳ
Ｏ感度を変更したことによる露出量を差し引いた分を、蓄積時間を変更することによる露
出量補正量とする。蓄積時間による露出補正量が決定したら、ステップＳ４１０へと進む
。
【０１８１】
　次に、ステップＳ４１０でＣＰＵ１３１は、絞り駆動開始タイミングを決定する。絞り
駆動タイミングの決定方法については前述の第１実施形態と同様なので説明は省略する。
【０１８２】
　次に、ステップＳ４１１でＣＰＵ１３１は、露出補正量の決定処理を終了する。以上が
、本実施形態における露出補正量の決定動作を示すフローである。
【０１８３】
　図８に戻り、ステップＳ３１７でＣＰＵ１３１は、ステップＳ３１６で決定した露出補
正量で露出補正制御処理を実行する。即ち、先に撮影がおこなわれるアンダー露出画像に
おける露出補正量に合わせてＩＳＯ感度と蓄積時間による露出補正量を設定する。
【０１８４】
　次に、ステップＳ３１８でＣＰＵ１３１は、先に決められた絞り駆動開始タイミングに
合わせてアンダー露出画像の撮影をおこなう。
【０１８５】
　次に、ステップＳ３１９でＣＰＵ１３１は、先に決定された露出補正量に基づいて適正
露出画像における露出補正量を設定し、適正露出画像の撮影をおこなう。
【０１８６】
　以降のステップＳ３２０以降の動作は前述の第１実施形態と同様の動作をおこなう。即
ち、撮影されたアンダー露出画像と適正露出画像とを合成し、該合成された画像をライブ
ビューに用いる表示画像として更新する。
【０１８７】
　そして、撮影処理動作を続けて行う場合はステップＳ３１３に戻り撮影処理動作を繰り
返しおこなう。撮影処理動作を終了する場合はライブビューを終了し、撮影処理に関する
全ての動作を終了する。以上が本実施形態に係る撮像装置の動作である。
【０１８８】
　以上の説明より、本実施形態に係る撮像装置は動画ＨＤＲモードで動画撮影中にＨＤＲ
合成処理をおこなう場合であっても、被写体の輝度変化に追従して露出制御をおこないつ
つ、ＨＤＲ合成処理を適正におこなうことができる。
【０１８９】
　そして、ＨＤＲ合成処理を適正におこなうための処理としては、絞りの駆動中に蓄積時
間とＩＳＯ感度をもちいて露出量を補正するような露出制御をおこなうことで対応する。
【０１９０】
　以上の構成によって、絞り駆動中も絞り駆動をしていないときの被合成画像の大小関係
を維持することが出来る。また、絞り駆動中も常に一定以上に被合成画像間の露出差が保
持されるので、合成後の画像もＨＤＲ合成処理の効果を得ることが出来る。
【０１９１】
　そして、本実施形態では絞りの駆動を制御するのではなく、ＩＳＯ感度と蓄積時間を変
更することにより絞り駆動中の露出制御をおこなうので、絞り駆動をおこなう期間を第１
実施形態よりも短くすることが出来る。
【０１９２】



(20) JP 6214206 B2 2017.10.18

10

20

30

40

50

　尚、本実施形態は、露出補正制御処理としてＩＳＯ感度による露出補正量から決定する
ような構成であるがこれに限定されるものではない。例えば、蓄積時間による露出補正量
を先に決定するような構成でも良い。
【０１９３】
　更に、ＩＳＯ感度と蓄積時間の内、どちらか一方のみを変更することで露出補正制御処
理をおこなうような構成であっても良い。
また、本実施形態においては、絞り駆動画像数を算出することに限定されるものではなく
、露出の変化量が過度なものとならなければ絞り駆動数はユーザが任意に決めるような構
成であってもよい。
【０１９４】
　そして、本実施形態で被合成画像間の露出差ΔＧ１は１Ｅｖ～２Ｅｖとなうように決定
するが、これに限定されるものではない。例えば１Ｅｖ～３Ｅｖのような、他の露出差を
基準とするような構成でもあっても良い。
【０１９５】
　（第３実施形態）
　前述した第１実施形態、第２実施形態ではＨＤＲ合成処理に用いる被合成画像は、アン
ダー露出画像と適正露出画像の２種類であった。例えば、被写体の最大輝度と最小輝度の
差が大きい場合は、２種類の被合成画像同士をＨＤＲ合成処理するだけでは、ユーザが意
図した明るさの画像が取得できない場合が考えられる。
【０１９６】
　そこで、本実施形態では動画ＨＤＲモードにおいて、ＨＤＲ合成処理に用いる被合成画
像を３種類とすることで、前述の第１、第２実施形態よりも更にダイナミックレンジの拡
大が可能なカメラについて説明する。
【０１９７】
　詳細としては、前述した実施形態で使用したアンダー露出画像と適正露出画像に加えて
、適正露出画像よりも相対的に露出量の多いオーバー露出画像（第３の画像）を加えた場
合の撮像装置の構成と動作について、図１０、図１１を参照して説明する。
【０１９８】
　尚、本実施形態に係る撮像装置の基本構成は、図１及び図２で示した第１実施形態と同
様であるので説明は省略する。
【０１９９】
　図１０は本実施形態に係る撮像装置の動作を示すフローである。図１０に示すフローに
おける各ステップの動作は、カメラ１００の内部に設けられたＣＰＵ１３１がメモリ１３
２の内部に記憶されたプログラムを実行することで実現される。
【０２００】
　図１１は絞り駆動中の露出制御タイミングと露出量の変化を連続的に図示したタイミン
グチャートである。
【０２０１】
　ここで、図１１（Ａ）は第１実施形態と同様に、マイクロステップ絞り駆動可能なレン
ズを用いて絞りの駆動を制御する場合タイミングチャートである。
【０２０２】
　また、図１１（Ｂ）は第２実施形態と同様に、絞り駆動中に蓄積時間とＩＳＯ感度を制
御する場合タイミングチャートである。
【０２０３】
　以下、本実施形態におけるカメラ１００の動作について、図１０のフローを参照して説
明する。尚、図１０のフローは、図１１（Ａ）に示す構成を有する撮像装置に係る動作を
説明するものである。
【０２０４】
　図１０において、まず撮影処理を始める前に、カメラ１００を構成する各部の操作をお
こなうことで撮影に関する事前準備を完了し、ステップＳ５００でＣＰＵ１３１は、ライ
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ブビュー開始／終了ボタン１６４が押されたことを検知して、撮影処理を開始する。
【０２０５】
　次に、ステップＳ５０１でＣＰＵ１３１は、ユーザによって設定されたのが動画ＨＤＲ
モードであるか否かを判定する。ここで、動画ＨＤＲモードでないと判定された場合は、
通常動画モードが選択される。尚、通常動画モードの動作は前述の第１実施形態と同様な
ので説明は省略する。
【０２０６】
　ステップＳ５０１での判定において、動画ＨＤＲモードが設定されていると判定した場
合はステップＳ５１１へ進み動画ＨＤＲモードに関する処理を開始する。ステップＳ５１
２、ステップＳ５１３の動作は前述の第１実施形と同様の動作をおこなうので説明は省略
する。
【０２０７】
　ステップＳ５１４でＣＰＵ１３１は、ステップ５１３での測光演算の結果に基づいて、
ＨＤＲ合成処理に使用するアンダー露出、適正露出、オーバー露出画像の露出量（以下、
オーバー露出と称す）の間の露出差を決定する。
【０２０８】
　尚、本実施形態においては、各被合成画像間の露出差は適正露出を基準にして、アンダ
ー露出であれば露出量を２段分減らし（－２Ｅｖ）、オーバー露出であれば露出量を２段
分増やす（＋２Ｅｖ）。
【０２０９】
　また、上述した露出差以外の露出差をユーザが任意に決定するような構成であっても良
い。
【０２１０】
　次に、ステップＳ５１５でＣＰＵ１３１は、ステップＳ５１３で算出した目標露出が所
定範囲（不感帯）内であるかを判定する。目標露出が所定範囲内の場合はステップＳ５１
９へと進み、目標露出が所定範囲外である場合はステップＳ５１６へ進む。尚、本実施形
態の所定範囲（不感帯）は前述の第１実施形態とのものと同様である。
【０２１１】
　次に、ステップＳ５１５で目標露出が所定範囲外であると判定した場合、ステップＳ５
１６でＣＰＵ１３１は、絞り駆動処理を開始する。
【０２１２】
　次に、ステップＳ５１７でＣＰＵ１３１は、絞り駆動パラメータを設定する。尚、本実
施形態における絞り駆動パラメータの決定方法はオーバー露出画像について考慮すること
以外は前述の第１実施形態と同様である。
【０２１３】
　以下、ステップＳ５１８～ステップＳ５１８の動作は、前述の第１実施形態と同様であ
る。
【０２１４】
　以上の説明より、本実施形態でも図１１（Ａ）に示す様に、絞りを駆動しているときと
の３つの被合成画像間の露出量が、絞りを駆動していないときの３つの被合成画像間の露
出量の大小関係を維持するような露出制御をおこなう。
【０２１５】
　即ち、図１１（Ａ）の点Ｋよりも点Ｌの露出量の方が多く、点Ｌよりも点Ｍの露出量が
多くなるように絞りの駆動を制御することで露出制御をおこなう。
【０２１６】
　尚、点Ｋは本実施形態における、絞り駆動中のアンダー露出での平均の露出量を表して
いる。以下同様に、点Ｌは適正露出、点Ｍはオーバー露出での平均の露出量を示している
。
【０２１７】
　図１１（Ａ）より、本実施形態においても前述の第１実施形態と同様に、単位絞り変化
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露出量ΔＦ１が、単位露出上限量ΔＦｍａｘを超えないように絞り駆動をおこなう。
【０２１８】
　即ち、絞り駆動中の露出の変化量が、絞りを駆動していない際の被合成画像間の露出差
を超えないように絞りの駆動を制御するので、被写体の輝度変化に追従しつつＨＤＲ合成
処理を適正におこなうことができる。
【０２１９】
　尚、本実施形態においてＨＤＲ合成処理に用いる被合成画像を取得する順序は、アンダ
ー露出画像、適正露出画像、オーバー露出画像の順である。これは、前述したように撮像
素子１０５からの電荷の読み出しタイミングは周期的で、蓄積の開始タイミングは読み出
しタイミングから逆算して設定されるからである。
【０２２０】
　また、本実施形態でも前述の第１実施形態と同様に、被合成画像間の露出差ΔＧ１を設
けることで、絞り駆動中もＨＤＲ合成処理の効果を一定以上保持することが出来る。
【０２２１】
　以上、説明した構成を踏まえ、絞り駆動パラメータの設定が終了しステップＳ５１８で
先に取得するアンダー露出画像のためにアンダー露出を設定する。そして、ステップＳ５
１９に進み、ＣＰＵ１３１はアンダー露出画像の取得と同時に絞り１０２の駆動を開始す
る。
【０２２２】
　その後、ステップＳ５２０でＣＰＵ１３１は、先に求めた絞り駆動パラメータに従って
絞り１０２の駆動を続行しつつ適正露出画像を取得する。
【０２２３】
　同様に、ステップＳ５２１でＣＰＵ１３１は、先に求めた絞り駆動パラメータに従って
絞り１０２の駆動を続行しつつオーバー露出画像を取得する。
【０２２４】
　ステップＳ５２２以降のステップについては前述の第１実施形態と同様であるので説明
は省略する。
【０２２５】
　以上が、被合成画像がアンダー露出画像、適正露出画像、オーバー露出画像の３つであ
るときに絞りの駆動を制御する場合の動作である。
【０２２６】
　次に、絞りの駆動を制御する以外の場合について、前述の第２実施形態と同様にＩＳＯ
感度と蓄積時間を制御する場合について、図１１（Ｂ）のタイミングチャートを参照して
説明する。
【０２２７】
　図１１（Ｂ）の点Ｎは図中の対応する位置におけるアンダー露出の平均的な露出量であ
る。以下点Ｏ、点Ｐも同様に、図中の対応する位置における適正露出、オーバー露出の平
均的な露出量である。
【０２２８】
　図１１（Ｂ）からわかるように、点Ｎのより点Ｏの露出量の方が多く、点Ｏより点Ｐの
露出量の方が多くなるようにＩＳＯ感度と蓄積時間を変更することで調整されている。
【０２２９】
　即ち、絞り駆動中の合成の１組として用いられる被合成画像同士の露出量は、絞り駆動
していないときの被合成画像間の露出量の大小関係を維持すように蓄積時間とＩＳＯ感度
による露出制御をおこなう。
【０２３０】
　尚、図１１（Ｂ）に示す動作をおこなう撮像装置の構成と動作については、前述した第
２実施形態と略同一であるので説明は省略する。
【０２３１】
　本実施形態と第２実施形態との違いは、被合成画像がアンダー露出画像と適正露出画像
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の２つに加えて、オーバー露出画像を被合成画像としたことである。
【０２３２】
　従って、本実施形態では、アンダー露出画像と適正露出画像間の単位絞り変化露出量Δ
Ｆ１と同様に、適正露出画像とオーバー露出画像間の単位絞り変化露出量もΔＦ１とする
。
【０２３３】
　また、第２実施形態では、絞り駆動中の被合成画像間の露出差ΔＧ１が１Ｅｖ以上２Ｅ
ｖ未満とのなるように、ＩＳＯ感度と蓄積時間による露出補正量を求めていた。そして、
該露出補正量に応じて、２つの被合成画像の取得をおこなっていた。
【０２３４】
　しかしながら、本実施形態では被合成画像が３つなので、図１１（Ｂ）に示すように、
絞り駆動中は先に決定した露出補正量に基づいてアンダー露出とオーバー露出の露出量の
み補正する。即ち、適正露出画像の露出量は補正しない。
【０２３５】
　この構成によって、アンダー露出画像とオーバー露出画像の取得時にのみ露出補正制御
処理を施すだけで、被合成画像同士の露出量はＨＤＲ合成処理に適正なものにすることに
できる。その他の構成については前述した通り第２実施形態と同様である。
【０２３６】
　以上、説明したように、本実施形態の構成に係る撮像装置では、被合成画像が３つの場
合も被写体輝度に追従して露出制御をおこないつつ、ＨＤＲ合成処理を適正におこなうこ
とができる。
【０２３７】
　更に、被合成画像としてアンダー露出画像、適正露出画像、オーバー露出画像を用いる
ことで、前述した第１実施形態と第２実施形態よりも更にダイナミックレンジが拡大され
た画像を取得することができる。
【０２３８】
　尚、本実施形態では被合成画像が３つの場合について説明したが、本実施形態はこれに
限定されるものではない。例えば、被合成画像の数を更に増やすような構成でもよい。ま
た、測光結果に応じて、被合成画像の数を逐次変更するような構成でもよい。
【０２３９】
　その場合の構成は、ユーザが任意に設定することで実現しても良いし、測光結果に基づ
いてＣＰＵ１３１がメモリ１３２に記憶された所定のプログラムを実行するような構成で
も良い。
【０２４０】
　尚、本実施形態では、アンダー露出と適正露出の露出差と、適正露出とオーバー露出の
露出差が同一（本実施形態では例示的に±２Ｅｖ）である場合について説明したがこれに
限定されるものではない。
【０２４１】
　例えば、アンダー露出と適正露出の露出差と、適正露出とオーバー露出の露出差が異な
るような構成でも良い。その場合の単位絞り変化露出量ΔＦ１は露出差がより小さい方に
合わせて決定されるような構成が望ましい。
【０２４２】
　（その他の実施形態）
　前述した第１、第２、第３実施形態においては、絞りの駆動が、いわゆる開放側から絞
り込側へと駆動する場合について説明した。
【０２４３】
　本実施形態では、被合成画像の取得順序は前述した第１、第２、第３実施形態とは変え
ずに、絞りを絞り込側から開放側へと駆動した場合の撮像装置について図１２を参照して
説明する。
【０２４４】
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　尚、本実施形態に係る撮像装置の基本的な構成と動作は前述した第１実施形態と同様で
あるので説明は省略する。また、本実施形態では例示的にアンダー露出画像と適正露出画
像の２つを被合成画像としてＨＤＲ合成処理に用いる場合について言及する。
【０２４５】
　図１２（Ａ）は本実施形態に係る、前述した第１実施形態と同様の方法で絞りの駆動を
制御したときの、露出制御タイミングと露出量の変化を連続的に図示したタイミングチャ
ートである。尚、点Ｑ、点Ｒはそれぞれ対応する被合成画像における平均の露出量を表し
ている。
【０２４６】
　図１２（Ｂ）は、前述の第１実施形態に係る撮像装置よりも絞り１０２の駆動量が多く
、更に絞り込側から開放側へと絞りを駆動させたときの露出制御タイミングと露出量の変
化を連続的に図示したタイミングチャートである。尚、点Ｓ、点Ｔはそれぞれ対応する被
合成画像における平均の露出量を表している。
【０２４７】
　図１２（Ｂ）より、絞りを絞り込側から開放側へと駆動させた場合は、絞りの駆動量を
多くしても、絞り駆動中の被合成画像同士の露出量の関係は、絞りを駆動していないとき
の被合成画像間の露出の大小関係を維持している。
しかし、絞りの駆動量が多くなることで、絞り駆動中のアンダー露出と適正露出との露出
差は大きくなってしまう。
【０２４８】
　一般的に、ＨＤＲ合成処理をおこなう場合、被合成画像同士の露出差が大きくなり過ぎ
ると、合成された画像はユーザが意図しない不自然なものとなってしまう。以下、この場
合について図１３を参照して説明する。
【０２４９】
　図１３（Ａ）は例示的に、アンダー露出と適正露出の露出差が２Ｅｖに設定された撮像
装置について、ＨＤＲ合成処理によって取得される合成後の画像のダイナミックレンジを
表している。尚、点Ｑ、点Ｒは図１２（Ａ）の点Ｑ、点Ｒにそれぞれ対応している。
【０２５０】
　ここで、絞りを駆動していない、即ち被写体の輝度変化がない場合は、被合成画像間の
露出制御（ＨＤＲのための露出制御）のみがおこなわれるので、被合成画像間の露出差は
２Ｅｖに維持される。即ち、点Ｑと点Ｒの間の露出差は２Ｅｖである。
【０２５１】
　図１３（Ｂ）は図１３（Ａ）と同様の条件の撮像装置について、絞りを駆動していると
きのＨＤＲ合成処理によって取得される合成後の画像のダイナミックレンジを表している
。尚、点Ｓ、点Ｔは図１２（Ｂ）の点Ｓ、点Ｔにそれぞれ対応している。
【０２５２】
　ここで、図１３（Ｂ）では例示的に、絞りの駆動によってアンダー露出と適正露出の露
出差が５Ｅｖとなってしまった場合を示している。即ち、点Ｓと点Ｔの間の露出量は５Ｅ
ｖである。
【０２５３】
　図１３（Ｂ）より、絞りを駆動することによって、被合成画像間の露出差が変化しまう
ことがわかる。従って、絞りを駆動しているときは、図１３（Ｂ）では斜線部において適
正な露出で画像を取得することが出来なくなってしまう可能性がある。
【０２５４】
　そこで、本実施形態に係る撮像装置でも前述の第１実施形態と同様の構成と動作をおこ
なうことで、被合成画像間の露出差が過度に大きくなりすぎることを防止する。
【０２５５】
　また、本実施形態では、前述の実施形態で説明した絞り駆動中の被合成画像間の露出差
ΔＧ１は設けない。これは、絞り込側から開放側へと絞りを駆動する場合には絞り駆動中
の露出差はＨＤＲ合成処理の効果を得るために十分な露出差となっているためである。
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　そして、図１２（Ａ）より、本実施形態においても前述の第１実施形態と同様に、絞り
駆動を制御する。即ち、単位露出上限量ΔＦｍａｘを、絞り駆動していないときの被合成
画像間の露出差ΔＥ１に設定する。
【０２５７】
　尚、本実施形態の撮像装置に係る各動作については、上述した点以外は前述の第１実施
形態と同様であるので説明は省略する。
【０２５８】
　従って、実際に単位画像当たりに変化する露出の量はΔＥ１よりも大きくなることはな
いため、絞り駆動中であっても被合成画像間の露出差が過度に大きくなりすぎてしまうこ
とはない。
【０２５９】
　以上より、本実施形態の撮像装置は、絞り込側から開放側へと絞りを駆動したときも、
絞り駆動中の被合成画像間の露出差が過度に大きくなることを抑制することができる。
【０２６０】
　即ち、本実施形態に係る撮像装置は、被写体の輝度変化に追従して露出制御をおこない
つつ、ダイナミックレンジ拡大処理を適正におこなうことができる。
【０２６１】
　尚、本実施形態では絞り駆動中の被合成画像間の露出差ΔＧ１は設けていないが、ΔＧ
１を設けるような構成でも良い。その場合は、絞り駆動中の過度に露出差が大きくなるこ
とを防止する為に、ΔＧ１は絞り駆動をしていないときの被合成画像間の露出差ΔＥ１（
２Ｅｖ）未満となるように設定することが望ましい。
【０２６２】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
【０２６３】
　尚、前述の実施形態において、被写体の輝度変化に追従しておこなわれる露出制御は、
絞りを駆動することで実現していたがこれに限定されるものではない。
【０２６４】
　例えば、前述の各実施形態に係る撮像装置にＮＤフィルターを新たに設け、絞りを駆動
する代わりに被写体の輝度変化に応じてＮＤフィルターの透過光量を段階的に変えるよう
な構成でもよい。
【０２６５】
　更に、絞りの駆動とＮＤフィルターなど光量を調整する為の部材（光量調節部材）を複
数同時に駆動させ、該光量調節部材の駆動を制御するような構成であっても良い。
【０２６６】
　また、上述した各実施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）をネットワー
ク又は各種の記録媒体を介してシステム或いは装置に供給し処理をおこなうような構成で
も良い。
【０２６７】
　その場合、該システム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラ
ムコードを読み出して実行する処理をおこない、該プログラム、及び該プログラムを記憶
した記憶媒体が本発明を構成することになる。
【符号の説明】
【０２６８】
　１００　撮像装置
　１０２　絞り（光量調節部材）
　１０５　撮像素子（撮像手段）
　１３１　ＣＰＵ（制御手段、決定手段）
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